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2はじめに

◼ 調整力および需給バランス評価等に関する委員会によって設置された将来の運用容量等の在り方に関する作業会
の第4回において、周波数維持制約の論点として、将来の変化（再エネ導入により不特定多数で混雑発生）や、
既存ならびに新たな制約箇所の平仄も踏まえ、個別の連系線（中部関西間（中部向き）・中国九州間（九州
向き））に関する技術的検討と並行し、負荷制限の在るべき姿を整理することとした。

◼ 近年、中部関西間連系線（中部向）において市場分断の発生率が上昇していることから、2026年度の中地域
交流ループ運用開始までの短期的な運用容量拡大策として、負荷制限の織込み拡大について検討された。

◼ 当作業会で負荷制限量の確保やシステム改修を伴わない対応が整理されたことから、運用容量検討会で本年度
適用に向け、本内容や拡大量等について審議し、公表するものである。

出所）第4回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2024年12月5日）資料３－１



3（参考） 負荷制限量の確保の考え方や中部PGシステムの対応

出所）第4回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2024年12月5日）資料３－１

◼ 平日および土曜日の夜間に負荷制限量が確保できる見込みであるが、負荷制限は周波数回復の最終手段である
ため、系統崩壊を防ぐための負荷制限量を考慮したうえで運用容量に織込み可能量を確認した。

◼ また短期的に実現できる運用容量拡大方法としては、設備やシステム改修を伴わない対応として既存の運用・計画
システムを利用する必要がある。

◼ 既存のシステムでは、月別に平日2断面+休日1断面にて管理値を設定できるシステムとなっており、運用者が設定
値を適宜変更することとする。



4（参考） 負荷制限量の検討結果（まとめ）

出所）第4回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2024年12月5日）資料３－１

◼ システム改修を伴わない範囲での運用容量拡大量を算定したところ、需要が大きく、太陽光による逆潮流の影響を
受けにくい平日の夜間帯の一部で+20～50万kW程度が拡大可能である。

◼ この拡大において連系線潮流が運用容量の際に中部関西間連系線がルート断した場合、負荷制限量が増加し停
電量と復旧時間は増加するものの、復旧可能である。



5今年度の運用容量の見直しについて

◼ 以上のように第4回将来の運用容量等の在り方に関する作業会で運用容量拡大の方針について整理された。

◼ したがって、本年度1月からの適用に向け関係個所と準備を進め、業務規程第133条に基づき運用容量・空容量
を変更し、これを公表する。

◼ また来年度以降の運用容量については、業務規程第126条に基づき2月末までに算出し、3月1日に公表する。

コマ
月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

1月 200 250 250 200

2月 250 240 250 250

3月前 250 220 250 250

3月後 250 200 250 250

中部関西間連系線潮流の向き 運用容量

関西→中部
平日昼間 ：250万kW
平日昼間以外：200万kW

中部関西間連系線潮流の向き 運用容量

関西→中部
平日昼間 ：250万kW
平日夜間 ：下表に記載
休日 ：200万kW

表 周波数維持限度値（2025年1月～3月） ［単位：万kW］

今回見直し

（４）周波数維持限度値

（４）周波数維持限度値

赤字：変更箇所


